
通達甲（副監．総．庁．庁管１）第15号
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各
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副 総 監

警視庁庁舎管理規程の制定について

〔沿革〕 平成 ６年 ３月 通達甲（副監．総．装．装３）第３号

５月 同（副監．総．企．組）第１０号

１０年 ３月 同（副監．総．企．管）第７号

１２月 同（副監．総．庁．庁管１）第２２号

１２年 ３月 同（副監. 総. 企. 組）第４号

１４年 ３月 同（副監．警．人１．監）第５号

１５年 ４月 同（副監．総．施．管）第１９号

２１年 ３月 同（副監．総．企．組）第５号

２２年 １月 同（副監．総．企．庁管１）第２号

２９年 ３月 同（副監．総．企．組）第６号

令和 ６年 ８月 同（副監．総．広．広４）第１８号

７年 ５月 同（副監．総．企．庁管）第９号改正

このたび、警視庁庁舎管理規程（昭和５７年１２月１日訓令甲第２７号。以下「規程」とい

う。）が制定され、昭和５７年１２月１日から施行されることになつたので、運用上誤りのない

ようにされたい。

命によつて通達する。

おつて、次の通達は廃止する。

１ 警視庁本部庁内取締規程の制定について（昭和33年10月20日通達甲（総企企）第21号）

２ 警視庁本部窓口事務勤務要綱の制定について（昭和30年1月14日命令甲（総務）第2号）



３ 防火管理者の選任について（昭和36年7月11日通達甲（総．施．管）第18号）

４ 警視庁本部庁舎防護初動処置要綱の制定について（昭和44年4月8日通達甲（総．企．企）

第8号）

記

第１ 制定の趣旨

警視庁本部庁舎、警察総合庁舎、警察学校庁舎、警察署庁舎、本部関係庁舎等警視庁の各

所属で使用している庁舎（敷地を含む。以下「庁舎」という。）の警戒警備、防火管理、秩序

維持、衛生的環境の保持等庁舎の管理（以下「庁舎管理」という。）について統一的に規定し、

適正な庁舎管理による円滑な公務の遂行を期することとされた。

第２ 運用上の留意事項

１ 庁舎警備（第8条関係）

(1) 庁舎警備の実施

ア 庁舎管理責任者は、庁舎の特殊性、位置、構造等それぞれの庁舎の実態に応じた適

正な警備を行うものとする。

イ 庁舎管理責任者は、警備情勢等に応じた警戒員の配置運用に努めるものとする。

(2) 庁舎警備員の服装等

ア 制服員は、原則として基本の服装とする。

イ 私服員は、不体裁にわたらない服装とし、けん銃及び警棒等を着装すること。

(3) 庁舎警備員の任務

ア 庁舎警備員は、規程第5条及び第6条に基づく立入りに関する措置、警戒警備等庁舎

の秩序維持に当たるものとする。

イ 庁舎警備員は、突発的事象の発生に際しては、臨機応変の措置を講じた後、庁舎管

理責任者に報告するものとする。

２ 受付勤務員（第9条関係）

受付勤務員は、次に掲げる事項に留意して勤務しなければならない。

(1) 受付事務は、親切、丁寧かつ迅速に処理すること。

(2) 受付事務の重要性を自覚し、服装、態度、言葉遣い等に注意するとともに、来訪者に

は努めて利便を図るようにすること。



(3) 適正な処遇ができるよう、円滑な常識を身につけるとともに、内部の事務に精通する

ように努めること。

(4) 来訪者の動静に十分注意し、異状を認めた場合は、庁舎管理責任者に速報すること。

３ 広告物等の掲示（第11条関係）

(1) 庁舎管理責任者は、広告物等の掲示の許可に当たっては、美観の維持等を勘案して数

量、場所等を指定するものとする。

(2) 本部庁舎等の管理責任者は、当該庁舎にポスター、手配書等の掲示物の掲示を許可す

る場合は、別記様式により掲出期間を指定するものとする。

(3) 庁舎管理責任者は、掲出期間が満了し、又は掲示に支障があると認めた広告物等につ

いては、速やかにこれを撤去するものとする。

４ 防火管理者（第12条関係）

(1) 消防法（昭和23年法律第186号）第8条及び消防法施行令（昭和36年政令第37号）第1条

の2第3項の規定により、防火管理者を置かなければならない庁舎は、原則として、50人

以上の者が出入りし、勤務し、又は居住する庁舎となつているが、それ以下の庁舎につ

いても防火管理の適正を期するため、これに準じて防火管理者を置くものとする。

(2) 防火管理者には、次に掲げる者をもつて充てる。

ア 警視庁本部庁舎及び警察総合庁舎については、企画課長とする。

イ 警視庁新橋庁舎については、庁舎管理室庁舎管理係員とする。

ウ 警察署については、副署長又は次長とし、隊については、副隊長とする。

エ その他の庁舎については、庁舎管理責任者が前ウに準じて当該庁舎に勤務する所属

職員の中から選任した者とする。

(3) 防火管理者は、次に掲げる任務を行うものとする。

ア 防火管理に係る消防計画の作成

イ 前アの消防計画に基づく消火、通報、避難等の訓練の実施

ウ 消防用設備、施設の点検、整備

エ 火気の使用及び取扱いに関する監督

オ その他防火管理上必要な業務

５ 防災管理者（第12条の2関係）

(1) 防災管理者は消防法第36条第1項及び消防法施行令第46条の規定により、次に掲げる庁

舎に置くものとする。



ア 警視庁本部庁舎及び警察総合庁舎

イ 警視庁新橋庁舎

ウ 警視庁術科センターの庁舎

エ 警視庁鮫洲運転免許試験場の庁舎

オ 警視庁特科車両隊の庁舎

カ 警視庁警察学校の庁舎

キ 月島警察署の庁舎

ク 渋谷警察署の庁舎

ケ 原宿警察署の庁舎

コ 新宿警察署の庁舎

サ 下谷警察署の庁舎

(2) 前4の(2)の規定は、防災管理者の選任に準用する。

(3) 防災管理者は、前4の(3)に掲げる防火管理者の任務のほか、次に掲げる任務を行うも

のとする。

ア 防災管理に係る消防計画の作成

イ 前アの消防計画に基づく避難訓練の実施

ウ その他防災管理上必要な業務


